
項番 質問 回答

1 　軽減対象外の児童は、通常どおり請求すればよいか。 お見込みのとおり。

2
上限額管理対象の児童の場合、２月の管理結果が１又は３の場合

は、軽減対象外ということでよいか。

お見込みのとおり。管理結果が１又は３の場合、２月の利用者負担
は上限に達しており、３月の利用者負担が増加することはないため、
軽減対象にならない。

3
２月と３月の利用者負担の比較において、複数事業所を利用してい

る児童の場合は、全事業所の利用者負担の合計を比較するのか。
お見込みのとおり。

4
上限額管理対象の児童の場合、関係事業所から上限額管理事業所に

送付する利用者負担額一覧表は、通常どおり作成するものか。それと
も、事前に２月の利用者負担と比較するなどの作業が必要か。

通常どおり作成して送付する。軽減対象者の確認は、上限額管理事
業所が、３月の上限額管理結果票の作成時に行い、軽減対象となる場
合は、軽減後の利用者負担額を利用者負担上限月額とみなして、各事
業所の利用者負担額を調整する。

5
複数事業所を使用しているが、上限管理されていない児童の場合、

全事業所の利用者負担の情報がないが、どのように対応すればよい
か。

受給者証の確認又は保護者への確認により、利用事業所を確認のう
え、事業所間で２月と３月の利用者負担の情報を共有し、軽減対象と
なるかを確認する。なお、軽減対象となる場合は、２月の利用者負担
を超えないように、請求する利用者負担を調整すること。

6
5の例において、利用者負担を調整する場合、便宜上、上限額管理

の対象者として、請求を作成してよいか。

上限額管理の対象となっていない児童について、上限額管理の対象
者として請求した場合、請求がエラーとなるため、上限額管理の対象
とした請求はできない。その他の児童と同様に利用者負担上限月額①
を事業所が受領する額として設定のうえ、請求すること。

7
複数事業所を利用している児童が軽減対象となった場合、全事業所

において、対象者一覧表（エクセル）に記載し、提出が必要か。
　全事業所が対象者一覧に記載し、提出する必要がある。

8
対象者一覧（エクセル）において、３月の利用者負担の欄には、本

来の額を記入するのか、利用者負担軽減後の額を記入するのか。
利用者負担軽減後の額を記載する。
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